
 

 

 

 

 

 

オンライン上の通帳等でのデータ保存も可能、 

国税庁が電子帳簿保存法の「お問合せの多いご質問」を更新 

 

国税庁は本年２月末、電子帳簿保存法に関する「一問一答」に新たな問答を１問追加しまし

た。これは「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキ

ャナ保存関係】、【電子取引関係】（令和5年6月分）」の公表後、質問が多かった事項について

「追加問」として整理し、集約されているものです 

 

今回追加されたのは、「インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当する

のでしょうか。また、該当する場合には、どのようなデータを保存すべきでしょうか」という電

子取引データの保存に関連したもので、この質問に対し、電子取引のデータは「オンライン上

の通帳等による保存も可能」と回答しています。 

 

解説によりますと、インターネットバンキングを利用した振込等も、電子取引に該当するとし

た上で、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的

記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項

（振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等）が記載されたデータ（電磁的記録）となり

ます。 

 

インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるなど

といった事情がない限り、ＥＤＩ取引（商取引で発生する発注書や納品書、請求書などの証憑

類を電子化し、取引先と専用回線で接続してデータでやり取りする取引）として電子取引に該

当するとされています。 

 

 この場合に、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る

電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載

事項（振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等）が記載されたデータ（電磁的記録）で

あり、そのデータ（又は画面）をダウンロードする又は印刷機能等によってＰＤＦファイルを作

成するなどの方法によって保存することになります。 

 

 また、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、その旨は、取

引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当し

ないことから、令和３年度の税制改正前においても出力書面等を保存する必要がなかったこ

とからも明らかなように、電子帳簿保存法上、その旨が記載された電磁的記録（又は画面）を

保存する必要はないとしています。 

 

なお、この「追加問」は随時更新され、次回改訂時の「電子帳簿保存法一問一答」に反映され

る予定です。 
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